
 

高知県特定非営利活動促進法施行細則高知県特定非営利活動促進法施行細則高知県特定非営利活動促進法施行細則高知県特定非営利活動促進法施行細則    
    

平成10年10月20日規則第114号 

改正 平成11年４月１日規則第49号 

平成14年４月１日規則第47号の３ 

平成15年３月28日規則第28号 

平成15年４月１日規則第43号 

平成17年３月１日規則第５号 

平成19年３月27日規則第34号 

平成19年４月１日規則第44号 

平成20年４月１日規則第41号 

平成20年12月１日規則第97号 

平成21年４月１日規則第43号 

平成24年３月23日規則第18号 

    平成24年７月13日規則第66号 

 

((((趣旨趣旨趣旨趣旨))))    

第第第第１１１１条条条条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第７号。以下「法」という。)を施行するため、法及び高

知県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年高知県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。  

 

((((設立の認証の申請手続設立の認証の申請手続設立の認証の申請手続設立の認証の申請手続))))    

第第第第２２２２条条条条 条例第２条第１項の申請書は、別記第１号様式によるものとする。  

２２２２    条例第２条第１項の規定により前項の申請書に添付しなければならない法第10条第１項第１号、第２号イ、第５

号、第７号及び第８号に掲げる書類は、それぞれ２部とする。  

 

((((縦覧等の場所縦覧等の場所縦覧等の場所縦覧等の場所))))    

第第第第３３３３条条条条 条例第３条第２項、第13条第１項及び第28条第１項の規則で定める場所は、高知県文化生活部県民生活・

男女共同参画課内に設置する。  

 

((((申請書等の補正の手続申請書等の補正の手続申請書等の補正の手続申請書等の補正の手続))))    

第第第第４４４４条条条条 条例第４条第２項(条例第８条第２項又は第19条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項

において同じ。)の補正書は、別記第２号様式によるものとする。  

２２２２ 申請書に２部添付された書類に不備があるときの補正については、条例第４条第２項の規定により前項の補正書

に添付しなければならない補正後の当該書類は、２部とする。  

 

((((設立の登設立の登設立の登設立の登記の届出手続記の届出手続記の届出手続記の届出手続))))    

第第第第５５５５条条条条 条例第５条の届出書は、別記第３号様式によるものとする。  

２２２２ 法第13条第２項及び条例第５条の規定により前項の届出書に添付しなければならない法第13条第２項の登記事

項証明書には、その写しを添付しなければならない。  

３３３３ 法第13条第２項及び条例第５条の規定により第１項の届出書に添付しなければならない法第13条第２項の財産

目録は、２部とする。 

  

((((役員の変更等の届出手続役員の変更等の届出手続役員の変更等の届出手続役員の変更等の届出手続))))    

第第第第６６６６条条条条 条例第７条第１項の届出書は、別記第４号様式によるものとする。  

２２２２ 法第23条第１項及び条例第７条第１項の規定により前項の届出書に添付しなければならない法第23条第１項の

役員名簿は、２部とする。  

 



 

((((定款の変更の認証の申請手続定款の変更の認証の申請手続定款の変更の認証の申請手続定款の変更の認証の申請手続))))    

第第第第７７７７条条条条 条例第８条第１項の申請書は、別記第５号様式によるものとする。  

２２２２ 条例第８条第１項の規定により前項の申請書に添付しなければならない法第 25 条第４項の定款並びに事業計画

書及び活動予算書は、それぞれ２部とする。  

３３３３ 条例第８条第１項の規定により第１項の申請書に添付しなければならない法第26条第２項の法第10条第１項第

２号イに掲げる書類及び事業報告書等は、それぞれ２部とする。  

４４４４ 認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人が所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を申請するとき

にあっては、条例第８条第１項に規定するもののほか、法第52条第３項に規定する書類を添付しなければならない。  

 

((((軽微な事項に係る定款の変更の届出手続軽微な事項に係る定款の変更の届出手続軽微な事項に係る定款の変更の届出手続軽微な事項に係る定款の変更の届出手続))))    

第第第第８８８８条条条条 条例第９条の届出書は、別記第６号様式によるものとする。  

２２２２ 条例第９条の規定により前項の届出書に添付しなければならない法第25条第６項の定款は、２部とする。  

 

((((定款の変更の登記の届出手続定款の変更の登記の届出手続定款の変更の登記の届出手続定款の変更の登記の届出手続))))    

第第第第９９９９条条条条 法第25条第７項の規定により提出しなければならない登記事項証明書には、その写しを添付しなければなら

ない。  

２２２２ 条例第10条の届出書は、別記第７号様式によるものとする。  

 

((((事業報告書等の提出部数等事業報告書等の提出部数等事業報告書等の提出部数等事業報告書等の提出部数等))))    

第第第第10101010条条条条 条例第12条の規定により提出しなければならない法第28条第１項に規定する事業報告書等は、２部とする。  

２２２２ 条例第12条の届出書は、別記第８号様式によるものとする。  

 

((((事業の成功の不能による解散の認定の申請手続事業の成功の不能による解散の認定の申請手続事業の成功の不能による解散の認定の申請手続事業の成功の不能による解散の認定の申請手続))))    

第第第第11111111条条条条 条例第14条の申請書は、別記第９号様式によるものとする。  

 

((((解散の届出手続解散の届出手続解散の届出手続解散の届出手続))))    

第第第第12121212条条条条 条例第15条の届出書は、別記第10号様式によるものとする。  

２２２２ 前項の届出書には、解散の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。  

 

((((清算人の就任の届出手続清算人の就任の届出手続清算人の就任の届出手続清算人の就任の届出手続))))    

第第第第13131313条条条条 条例第16条の届出書は、別記第11号様式によるものとする。  

２２２２ 前項の届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。  

 

((((残余財産の譲渡の認証の申請手続残余財産の譲渡の認証の申請手続残余財産の譲渡の認証の申請手続残余財産の譲渡の認証の申請手続))))    

第第第第14141414条条条条 条例第17条の申請書は、別記第12号様式によるものとする。  

 

((((清算清算清算清算結了の届出手続結了の届出手続結了の届出手続結了の届出手続))))    

第第第第15151515条条条条 条例第18条の届出書は、別記第13号様式によるものとする。  

２２２２ 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。  

 

((((合併の認証の申請手続合併の認証の申請手続合併の認証の申請手続合併の認証の申請手続))))    

第第第第16161616条条条条 条例第19条第１項の申請書は、別記第14号様式によるものとする。  

２２２２ 法第34条第５項において準用する法第10条第１項及び条例第19条第１項の規定により前項の申請書に添付しな

ければならない法第34条第５項において準用する法第10条第１項第１号、第２号イ、第５号、第７号及び第８号

に掲げる書類は、それぞれ２部とする。  

 

((((合併の登記の届出手合併の登記の届出手合併の登記の届出手合併の登記の届出手続続続続))))    

第第第第17171717条条条条 条例第21条の届出書は、別記第15号様式によるものとする。  



 

２２２２ 法第39条第２項において準用する法第13条第２項及び条例第21条の規定により前項の届出書に添付しなければ

ならない法第39条第２項において準用する法第13条第２項の登記事項証明書には、その写しを添付しなければな

らない。  

３３３３ 法第39条第２項において準用する法第13条第２項及び条例第21条の規定により前項の届出書に添付しなければ

ならない法第39条第２項において準用する法第13条第２項の財産目録は、２部とする。  

 

((((身分証明書身分証明書身分証明書身分証明書))))    

第第第第18181818条条条条 法第41条第３項(法第64条第７項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記第16号様

式によるものとする。  

 

((((認定等の申請手続認定等の申請手続認定等の申請手続認定等の申請手続))))    

第第第第19191919条条条条 条例第22条(条例第29条において読み替えて準用する場合を含む。)の申請書は、別記第17号様式による

ものとする。  

２２２２ 条例第22条の規定により前項の申請書に添付しなければならない法第44条第２項第２号及び第３号に掲げる書

類は、それぞれ２部とする。  

３３３３ 条例第29条において読み替えて準用する条例第22条の規定により第1項の申請書に添付しなければならない法

第58条第２項において準用する法第44条第２項第２号及び第３号に掲げる書類は、それぞれ２部とする。  

 

((((認定の有効期間の更新の申請手続認定の有効期間の更新の申請手続認定の有効期間の更新の申請手続認定の有効期間の更新の申請手続))))    

第第第第20202020条条条条    条例第23条の申請書は、別記第18号様式によるものとする。  

２２２２ 法第51条第５項において法第44条第２項第１号に係る部分を除いて準用する同項及び条例第23条の規定により

前項の申請書に添付しなければならない法第51条第５項において法第44条第２項第１号に係る部分を除いて準用

する同項第２号及び第３号に掲げる書類は、それぞれ２部とする。  

 

((((認定認定認定認定特定非営利活動法人の役員の変更等の届出手続等特定非営利活動法人の役員の変更等の届出手続等特定非営利活動法人の役員の変更等の届出手続等特定非営利活動法人の役員の変更等の届出手続等))))    

第第第第21212121条条条条 条例第24条第１項に規定する場合における第６条及び第８条から第10条までの規定の適用については、第

６条中「条例第７条第１項」とあるのは「条例第24条第１項の規定により読み替えて適用する条例第７条第１項」

と、同条第２項中「法第23条第１項」とあるのは「法第52条第１項の規定により読み替えて適用する法第23条第

１項」と、「２部」とあるのは「１部」と、第８条中「条例第９条」とあるのは「条例第24条第１項の規定により

読み替えて適用する条例第９条」と、同条第２項中「法第25条第６項」とあるのは「法第52条第１項の規定によ

り読み替えて適用する法第25条第６項」と、「２部」とあるのは「１部」と、第９条第１項中「法第25条第７項」

とあるのは「法第52条第１項の規定により読み替えて適用する法第25条第７項」と、「を添付しなければならない」

とあるのは「の添付を要しないものとする」と、同条第２項中「条例第10条」とあるのは「条例第24条第１項の

規定により読み替えて適用する条例第10条」と、第10条中「条例第12条」とあるのは「条例第24条第１項の規

定により読み替えて適用する条例第12条」と、同条第１項中「２部」とあるのは「１部」とする。  

２２２２ 条例第24条第２項の届出書は、別記第19号様式によるものとする。  

 

((((認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出手続認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出手続認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出手続認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出手続))))    

第第第第22222222条条条条 条例第25条の届出書は、別記第20号様式によるものとする。  

 

((((役員報酬規程等の提出部数等役員報酬規程等の提出部数等役員報酬規程等の提出部数等役員報酬規程等の提出部数等))))    

第第第第23232323条条条条 条例第27条第１項の規定により提出しなければならない法第54条第２項第２号から第４号までに掲げる書

類は、２部とする。  

２２２２ 条例第27条第１項の届出書は、別記第21号様式によるものとする。  

３３３３ 条例第27条第２項の規定により提出しなければならない条例第26条第３項又は第４項の書類は、２部とする。  

４４４４ 条例第27条第２項の助成金の支給を行ったときの届出書は別記第22号様式に、海外への送金又は金銭の持出を

行うとき(同条第３項の規定により事後に届け出るときを含む。)の届出書は別記第23号様式によるものとする。  

 



 

((((仮認定特定非営利活動法人についての認定特定非営利活動法人に関する規定の準用仮認定特定非営利活動法人についての認定特定非営利活動法人に関する規定の準用仮認定特定非営利活動法人についての認定特定非営利活動法人に関する規定の準用仮認定特定非営利活動法人についての認定特定非営利活動法人に関する規定の準用))))    

第第第第24242424条条条条 条例第30条に規定する場合における第３条及び第21条から前条までの規定の適用については、第３条中「、

第13条第1項及び第28条第1項」とあるのは「及び第13条第１項並びに条例第30条の規定により読み替えて適

用する条例第28条第１項」と、第21条第１項中「条例第24条第１項」とあるのは「条例第30条の規定により読

み替えて適用する条例第24 条第１項」と、「法第52 条第１項」とあるのは「法第62 条において準用する法第52

条第１項」と、同条第２項中「条例第24条第２項」とあるのは「条例第30条の規定により読み替えて適用する条

例第24条第２項」と、第22条中「条例第25条」とあるのは「条例第30条の規定により読み替えて適用する条例

第25条」と、前条第１項中「条例第27条第１項」とあるのは「条例第30条の規定により読み替えて適用する条例

第27 条第１項」と、「法第54 条第２項第２号から第４号まで」とあるのは「法第62 条において準用する法第54

条第２項第２号から第４号まで」と、「２部」とあるのは「１部」と、同条第２項中「条例第27条第１項」とある

のは「条例第30条の規定により読み替えて適用する条例第27条第１項」と、同条第３項中「条例第27条第２項」

とあるのは「条例第30条の規定により読み替えて適用する条例第27条第２項」と、「条例第26条第３項又は第４

項」とあるのは「条例第30条の規定により読み替えて適用する条例第26条第３項又は第４項」と、「２部」とある

のは「１部」と、同条第４項中「条例第27条第２項」とあるのは「条例第30条の規定により読み替えて適用する

条例第27条第２項」とする。  

 

((((認定特定非営利活動法人等の合併の認定の申請手続認定特定非営利活動法人等の合併の認定の申請手続認定特定非営利活動法人等の合併の認定の申請手続認定特定非営利活動法人等の合併の認定の申請手続))))    

第第第第25252525条条条条 条例第31条第１項の申請書は、別記第24号様式によるものとする。  

２２２２ 法第63条第１項の認定について同条第５項において準用する法第44条第２項の規定により前項の申請書に添付

しなければならない法第63条第５項において準用する法第44条第２項第２号及び第３号に掲げる書類は、それぞ

れ２部とする。  

３３３３ 法第63条第２項の認定について同条第５項において準用する法第58条第２項において準用する法第44条第２項

の規定により第１項の申請書に添付しなければならない法第63条第５項において準用する法第58条第２項におい

て準用する法第44条第２項第２号及び第３号に掲げる書類は、それぞれ２部とする。  

 

((((電磁的記録による縦覧等の方法電磁的記録による縦覧等の方法電磁的記録による縦覧等の方法電磁的記録による縦覧等の方法))))    

第第第第26262626条条条条 条例第32条の規定に基づき書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録(法第14条の９第１項に

規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネット

を利用する方法、第３条に規定する縦覧等の場所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に

記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。  

 

((((特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存の方法特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存の方法特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存の方法特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存の方法))))    

第第第第27272727条条条条 特定非営利活動法人は、条例第33条の規定に基づき書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存

を行う場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。  

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス

ク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以

下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法  

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的

記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製す

るファイルにより保存する方法  

２２２２ 特定非営利活動法人は、前項の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。  

(1) 必要に応じて電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに、明瞭な状態かつ整然とした形式

で、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成すること

ができる措置  

(2) 電磁的記録に記録されている事項について、保存すべき期間中における当該事項を記録したファイルの改変、

滅失及び毀損を防止する措置  

 

((((特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法))))    



 

第第第第28282828条条条条 特定非営利活動法人は、条例第33条の規定に基づき書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成

を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディス

ク等をもって調製する方法により行わなければならない。  

 

((((特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等の方法特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等の方法特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等の方法特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等の方法))))    

第第第第29292929条条条条 特定非営利活動法人は、条例第33条の規定に基づき書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記

録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面

に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。 

  

附附附附    則則則則        

この規則は、平成10年12月１日から施行する。  

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成11111111年年年年４４４４月月月月１１１１日規則第日規則第日規則第日規則第49494949号号号号))))抄抄抄抄        

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)  

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成14141414年年年年４４４４月月月月１１１１日規則第日規則第日規則第日規則第47474747号の号の号の号の３３３３))))抄抄抄抄        

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。  

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成15151515年年年年３３３３月月月月28282828日規則第日規則第日規則第日規則第28282828号号号号) ) ) )     

この規則は、平成15年５月１日から施行する。  

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成15151515年年年年４４４４月月月月１１１１日規則第日規則第日規則第日規則第43434343号号号号))))抄抄抄抄        

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。  

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成17171717年年年年３３３３月月月月１１１１日規則第日規則第日規則第日規則第５５５５号号号号) ) ) )     

(施行期日) 

この規則は、平成17年３月７日から施行する。 

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成19191919年年年年３３３３月月月月27272727日規則第日規則第日規則第日規則第34343434号号号号) ) ) )     

(施行期日) 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。  

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成19191919年年年年４４４４月月月月１１１１日規則第日規則第日規則第日規則第44444444号号号号) ) ) )     

 (施行期日) 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。  

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成20202020年年年年４４４４月月月月１１１１日規則第日規則第日規則第日規則第41414141号号号号) ) ) )     

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。  

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成20202020年年年年12121212月月月月１１１１日規則第日規則第日規則第日規則第97979797号号号号) ) ) )     

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。  

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成21212121年年年年４４４４月月月月１１１１日規則第日規則第日規則第日規則第43434343号号号号) ) ) )     

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。  

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成24242424年年年年３３３３月月月月23232323日規則第日規則第日規則第日規則第18181818号号号号) ) ) )     

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附附附附    則則則則((((平成平成平成平成24242424年年年年７７７７月月月月13131313日規則第日規則第日規則第日規則第66666666号号号号) ) ) )     

この規則は、公布の日から施行する。  


